
屋外広告物特別規制地域（飯田市屋外広告物条例 第 11～12 条） 
次に掲げる地域又は場所において、広告物等を表示し、設置し、又は改造しようとする者は、当該表

示、設置又は改造について、市長の許可を受けなければならない。 

地域の特性及び個性を生かした景観の育成又は風致の維持を図ることが特に必要な地域又は場所 

名称 地域又は場所 

川路地区屋外広告物特別規制地域 川路地区全域 

都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規

制地域 

都市計画道路羽場大瀬木線（以下「羽場大瀬木

線」という。）の用地若しくは羽場大瀬木線の

建設予定地又は羽場大瀬木線に接続し、かつ、

羽場大瀬木線から展望できる範囲の地域のう

ち、飯田市羽場町４丁目 2182 番５及び同所

2230 番 43 から飯田市育良町１丁目及び同所２

丁目の区域に接するまでの区間両側 30 メート

ル以内の区域 

  

● 屋外広告物特別規制地域の許可基準、適用除外等については、別途参照のこと。 

 

○ 屋外広告物特別規制地域における許可については、次の手続が必要。 

・許可を受けた者は、許可の有効期間満了の 10 日前までに許可の更新の申請。 

・許可を受けた者は、許可を受けた広告物等を廃止したとき、または許可を受けた者の氏名、名称、住所に

変更があったときは、変更があった日から 10 日以内に届出。 

・許可を受けた者は、管理者を選任したときは、選任の日から 10 日以内に届出。 

・許可を受けた者は、管理者の解任、管理者の氏名、名称、住所に変更があったときは、10 日以内に届出。 

・許可を受けた者から譲渡、相続等により地位を承継した者は、承継の日から 10 日以内に届出。 
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景観育成特定地区（都市計画道路羽場大瀬木線沿道屋外広告物特別規制地域）の区域

　規制適用範囲
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中央自動車道

都市計画道路羽場大瀬木線沿道
屋外広告物特別規制地域
（平成25年12月27日指定）

都市計画道路羽場大瀬木線沿道
屋外広告物特別規制地域
（平成28年10月1日指定）


